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第２章

第１節　自治体を取り巻く環境
第２節　国の動き・方向性
第３節　自治体における窓口業務改革の必要性

　本章では、自治体における窓口業務改革の必要性を提示する。
　まず、自治体を取り巻く環境の変化を「人口減少社会」、「住民ニーズの変化」、「自治
体内部における制度の変化」という３つの視点から確認する。
　次に、国の動き・方向性を「行政改革の推進」、「ICT化の推進」などの視点から整理
する。
　最後に、それらが自治体窓口に与える影響（可能性）をまとめることで、自治体にお
ける窓口業務改革の必要性を提示する。
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（１） 多摩・島しょ地域の将来人口 

①　将来人口の予測 
　我が国全体ではすでに人口減少社会に転じているが、多摩・島しょ地域全体で捉えると
今なお人口増加を続けており、微増傾向にある。
　しかし、全国的に人口減少が進む中で、多摩・島しょ地域においても都心部から離れた
自治体ではすでに人口が減少しており、多摩・島しょ地域全体の将来人口は減少すると予
測されている。

②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　人口減少社会が自治体窓口に与える影響（可能性）として、手続き件数の減少等に伴う
窓口体制の見直しが求められる。

第１節　自治体を取り巻く環境

１.　人口減少社会

《ポイント》
◆　�自治体を取り巻く環境として、人口減少社会の進展、住民ニーズの変化、自治

体内部における制度の変化が進み、自治体窓口にも影響を与えることが予測
される

図表３　多摩・島しょ地域の将来人口（予測）
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（出典）東京都総務局統計部ホームページ「東京都区市町村別人口の予測−統計データ− 平成29年３月
　　　第１-１表　区市町村、男女別将来人口−総数−」（2019年10月閲覧）から作成
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（１） 多摩・島しょ地域の高齢化 

①　高齢化の状況 
　全国的に高齢化が進む中で、多摩・島しょ地域においても急速に高齢化が進んでいる。

②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　高齢化の進展が自治体窓口に与える影響（可能性）として、高齢者目線に立った対応が
求められる。
　高齢者目線に立った対応としては、バリアフリー化などのハード面の対応と、手続きの
簡素化などのソフト面の対応がある。さらに、介護保険や健康保険などを中心とした行政
サービスに関する相談が増加することが考えられるため、よりきめ細かい対応が求めら
れる。

２.　住民ニーズの変化

図表４　多摩・島しょ地域の高齢化の推移

　自治体内の人口が減少すると、来庁者数も一定程度減少し手続き件数が減少する。ま
た、人口減少により自治体内の予算も減少するなど、窓口体制の見直しが求められる。
　さらに、手続き件数の減少等に伴う窓口体制の見直しに対応するため、業務フローの見
直しも求められる。

（出典） 東京都総務局統計部ホームページ「住民基本台帳による東京都の世帯と人口　毎年１月１日現在の区
市町村・年齢・町丁別世帯と人口　時系列データ　第４～６表」（2019年10月閲覧）から作成
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（２） 東京都の共働き世帯 

①　共働き世帯の状況 
　これまで我が国の女性の労働力率は、結婚・出産期にあたる年代に一旦低下し、子育て
が落ち着いた時期に再び上昇するというＭ字カーブを描いていた。しかし、近年、女性の
労働力率は年々上昇しており、東京都全体の共働き世帯が増加している。

②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　共働き世帯の増加が自治体窓口に与える影響（可能性）として、開庁日・開庁時間の見直
しと自治体窓口に来庁しなくても手続きできる方法への対応が求められる。

図表５　女性の労働力率（年齢階級別）

図表６　東京都の共働き世帯の状況

（出典）厚生労働省「平成30年版働く女性の実情　図１-２-２」（2019年６月24日）を和暦から西暦に修正

（出典）東京都福祉保健局「平成29年度「東京の子供と家庭」」（2018年10月）から作成
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図表７　多摩・島しょ地域の外国人住民数の推移

（出典） 東京都総務局統計部ホームページ「外国人人口の過去データ」
　　　http://www.toukei.metro.tokyo.jp/gaikoku/ga-index.htm（2019年10月閲覧）から作成

　共働き世帯が平日勤務である場合には、自治体窓口に手続きに行く時間がないため、休
日開庁・開庁時間延長などを行えば、仕事を休むことなく安心して手続きを行うことがで
きる。
　一方で、開庁日・開庁時間の見直しは、窓口職員に一定の負担がかかる。また、子育て中
の共働き世帯の場合、自治体窓口に手続きに行くこと自体が負担となる。そのため、コン
ビニでの証明書交付や、チャットボット（AI）などオンライン上での行政サービスの提供
等、自治体窓口に来庁しなくても手続きできる方法への対応も検討する必要がある。

（３） 多摩・島しょ地域の外国人住民 

①　外国人住民の状況 
　我が国全体で人口減少、とりわけ生産年齢人口が減少していく中で、新たに労働人口を
確保することが求められている。2019年の出入国管理及び難民認定法の改正を中心に、
国は外国人の受入れを拡大する方向で大きく政策転換を図っており、外国人住民は増加
していくことが予想される。
　多摩・島しょ地域自治体でも多少の増減はあるものの、外国人住民は増加傾向にある。

②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　外国人住民の増加が自治体窓口に与える影響（可能性）として、外国語対応と外国人住
民にのみ関係する法律への対応が求められる。
　外国語対応には、外国語ができる職員・ボランティアの活用、電話等での通訳サービス
の利用、外国語対応したタブレット端末・システムの導入、書類のやさしい日本語・多言語
化などで、外国人住民を支援する方法がある。
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　また、出入国管理及び難民認定法など外国人住民にのみ関係する法律もあり、転入出、
婚姻・離婚等のライフイベントの手続きにおいて、適切に対応できるようにしておく必要
がある。

（１） マイナンバー制度 

①　マイナンバー制度の状況 
　マイナンバー制度は、行政を効率化し、住民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現す
るための社会基盤である。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の３分野で、異なる行
政機関が保有する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用される。
　マイナンバー制度により、2018年10月現在で添付書類が減った行政手続は1,221にの
ぼる。

３.　自治体内部における制度の変化

図表８　マイナンバー制度に伴い省略可能な主な書類の例

（出典）内閣府「情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類」（2019年10月閲覧）
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②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　マイナンバー制度が自治体窓口に与える影響（可能性）として、手続きの簡素化とマイ
ナンバー制度への対応が求められる。
　自治体窓口では手続きにおいて添付書類を求める場合があり、住民にとって煩雑であ
ると同時に、職員にとっても添付書類の案内や書類の審査に多くの時間をかけていた。そ
れらが、マイナンバーを提示することで、添付書類が減り、手続きが簡素化される。
　一方、マイナンバー制度により、住民課窓口ではマイナンバーカードの交付、券面記載
事項の変更、継続利用など新たな事務が生じている。

（２） 会計年度任用職員制度 

①　会計年度任用職員制度の状況 
　会計年度任用職員制度は、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するため
に、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されて創設された（施行日は2020年４
月）。
　会計年度任用職員制度が施行されると、臨時的任用職員（常勤職員に欠損が生じた場合
に限定）・特別職非常勤職員（専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う場合に限
定）の任用が厳格化され、これらに該当しない従来の臨時・非常勤職員は会計年度任用職
員に移行する。
　そのため、今まで自治体の一般的な事務を担っていた従来の臨時・非常勤職員の多くは
会計年度任用職員に移行し、新たに期末手当等の支給が必要となる。また、会計年度任用
職員に移行予定の臨時・非常勤職員数は年々増加傾向にあり、自治体の重要な担い手と
なっている。
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図表９　会計年度任用職員の整理

図表10　会計年度任用職員数（従来の臨時・非常勤職員数）の推移

（出典）総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査」（2017年３月31日）

（出典） 総務省自治行政局公務員部「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル（第２版）」
（2018年10月）
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②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　会計年度任用職員制度が自治体窓口に与える影響（可能性）として、人件費の増加への
対応と適正な人員配置が求められる。
　自治体窓口が、会計年度任用職員に移行予定の臨時・非常勤職員によって運営されてい
る場合、新たに期末手当等の支給が必要となり人件費が増加する。
　また、適正な任用・勤務条件の確保という会計年度任用職員制度の趣旨を踏まえると、
正規職員と会計年度任用職員（従来の臨時・非常勤職員）の役割を明確にして、それぞれの
職責を考慮した適正な人員配置に努める必要がある。
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（１） 窓口業務改革 

①　窓口業務改革の状況 
　国は、1985年に「地方公共団体における行政改革推進の方針（地方行革大綱）」を公表し
てから、自治体での行政改革を推進しており、窓口業務改革について積極的に支援を行っ
ている。
　総務省では、2015年に「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」を策
定して、「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査」を毎年行い、全国の自治体の
窓口業務改革の取組状況を公表している。
　また、「業務改革モデルプロジェクト（2016年度から2018年度まで）」や、「自治体行政
スマートプロジェクト（2019年度から）」、「革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業
（RPA導入補助事業・地方公共団体におけるAI活用に関する調査研究）（2019年度から）」
にて、民間委託や、AI・RPA等を活用したICT化などに取り組むモデル自治体を財政的に
支援し、具体的な成果を公表することで、窓口業務改革のノウハウを共有している。
　内閣府でも、「窓口業務の民間委託に係る先進・優良事例集」、「AI・ICT等を活用した業
務改革に係る先進・優良事例集」を取りまとめている。

第２節　国の動き・方向性

１.　行政改革の推進

《ポイント》
◆　�国は、行政改革の推進、ICT化の推進などを行っており、自治体窓口にも影響

を与えることが予測される
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図表11　窓口業務改革の取組状況（総務省）

図表12　業務改革モデルプロジェクトの例（総務省）

（出典）総務省「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査等」（2019年３月29日）

（出典） 総務省ホームページ「平成30年度業務改革モデルプロジェクト（委託団体事業内容）」
　　　https://www.soumu.go.jp/iken/02gyosei04_04000095.html（2019年10月閲覧）
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図表13　革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業（総務省）

②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　国の窓口業務改革の動きが自治体窓口に与える影響（可能性）として、各自治体には窓
口業務改革を進めることが求められる。
　国が、全国の自治体窓口の状況や、窓口業務改革の取組事例を公表することで、各自治
体が窓口業務改革の情報を知ることができ、取組のきっかけや参考とすることができ
る。また、財政的に支援する事業もあり、取組開始時の費用負担を減らすことができる。

（出典） 総務省ホームページ「革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業（事業概要）」
　　　https://www.soumu.go.jp/main_content/000624156.pdf（2019年10月閲覧）

（１） スマート自治体 

①　スマート自治体の概要 
　総務省では、2017年に「自治体戦略2040構想研究会」を立ち上げ、新技術（AI・RPA等）
を使いこなすスマート自治体への転換を促している。
　新技術（AI・RPA等）が処理できる作業は全て自動で処理を行わせて、職員は企画立案
業務や住民の相談業務など、職員でなければできない業務に注力することが必要である
と指摘している。
　また、自治体クラウドやマイナンバー制度における情報連携など、自治体間の業務シス
テムの共通化・標準化を促進している。現状では、自治体がシステムを独自にカスタマイ

２.　ＩＣＴ化の推進
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図表14　スマート自治体への転換

図表15　スマート自治体の実現に向けた原則

（出典） 総務省　自治体戦略2040構想研究会「自治体戦略2040構想研究会第一次・第二次報告　概要」
（2018年７月）

（出典） 総務省　地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する
研究会「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研
究会報告書（概要）」（2019年５月）

ズする傾向にあるため、将来的には、カスタマイズせずに利用できるシステムを構築する
ことを目指している。
　それらをより具体的に検討するため、総務省では、2018年に「地方自治体における業務
プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会（スマート自治
体研究会）」や、2019年に「自治体システム等標準化検討会」を立ち上げ、自治体における
AI・RPA等のICT活用及び業務プロセス・システムの標準化について実務上の課題を整理
している。
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②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　スマート自治体の考え方が自治体窓口に与える影響（可能性）として、業務フローの見
直しが求められる。
　新技術（AI・RPA等）の導入、業務システムの共通化・標準化を行うには、既存の業務フ
ローの見直しは避けられず、職員は新技術（AI・RPA等）や業務システムへの正しい理解
が求められる。

（２） デジタル手続法 

①　デジタル手続法の概要 
　2019年に公布された「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル
手続法）」では、行政のデジタル化に関する基本原則と行政手続きのオンライン化のため
に必要な事項を定め、個別分野における各種取組施策も講じている。行政のデジタル化を
推進することで、行政手続きの利便性向上と行政運営の簡素化・効率化を図ることを目的
としている。
　自治体においては、デジタル手続法以前から行政手続きのオンライン化に向けて様々
な取組を行っている。内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室が行った調査によると、市
区町村1,481自治体（85.1％）で何らかの手続きに電子申請システムを整備している。

図表16　デジタル手続法の概要
《行政のデジタル化に関する基本原則》

《行政手続きの原則オンライン化のために必要な事項》
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②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　デジタル手続法が自治体窓口に与える影響（可能性）として、手続きのオンライン化を
進めることが求められる。
　ただし、手続きのオンライン化が進んでも、ICTを利用できない住民に対して一定の配
慮が求められ、従来の手続き方法の維持が別途必要である。

図表17　市区町村における電子申請システムの整備状況（eLTAXを除く）

《行政手続きのデジタル化を推進するための個別施策》

（出典）内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室「デジタル手続法について　資料２」（2019年６月12日）

（出典） 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室「デジタル手続法について 資料２」（2019年６月12日）に一
部追記
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（出典）内閣官房情報通信技術（ ）総合戦略室「デジタル手続法について 資料２」（ 年６月 日）
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デジタル手続法が自治体窓口に与える影響（可能性）として、手続きのオンライン化を進

めることが求められる。
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団体（ ）
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（１） トップランナー方式 

①　トップランナー方式の概要 
　トップランナー方式とは、業務改革を実施している地方自治体の経費水準を、地方交付
税の基準財政需要額の算定に反映する取組をいう。ある項目にトップランナー方式を取
り入れることで、自治体に業務の見直し、工夫を促すことができる。
　これまでにトップランナー方式の検討対象となった業務が複数あるが、自治体の窓口
業務に限ると、窓口業務の民間委託が検討対象となったことがある。

②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　トップランナー方式が自治体窓口に与える影響（可能性）として、窓口体制の見直しが
求められる。
　今後、地方交付税の基準財政需要額の算定根拠が変われば、窓口にかかる経費を見直す
必要がある。その場合、トップランナー方式の算定根拠となった取組の導入を検討するな
ど、窓口体制を見直すことが求められる。

３.　その他

図表18　トップランナー方式の検討対象業務

（出典）内閣府ホームページ「トップランナー方式の取組の現状について　資料２」
　　　 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg3/280923/pdf/shiryou2.

pdf （2019年10月閲覧）
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（２） 戸籍法の改正 

①　戸籍法改正の概要 
　2019年に戸籍法が改正され、法務省が管理している戸籍副本データ管理システムを、
全国の自治体でも活用できるようになった。
　これにより、行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略（マイナンバー制度への参
加）、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略、本籍地以外での戸籍謄抄本の発行が今
後行われる予定である。

②　自治体窓口に与える影響（可能性） 
　戸籍法の改正が自治体窓口に与える影響（可能性）として、手続きの簡素化と業務フ
ローの見直しが求められる。
　戸籍謄抄本の添付が省略となり、手続きが簡素化される一方、本籍地以外でも戸籍謄抄
本を発行できるようにするため、業務フローを見直すことが必要になる。

図表19　戸籍法改正のイメージ図

（出典）法務省ホームページ「改正の概要」
　　　http://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf （2019年10月閲覧）
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　第１節「自治体を取り巻く環境」、第２節「国の動き・方向性」における、自治体窓口に与
える影響（可能性）を次のとおりまとめた。

図表20　自治体窓口に与える影響（可能性）のまとめ

第３節　自治体における窓口業務改革の必要性

１.　自治体窓口に与える影響（可能性）のまとめ

《ポイント》
◆　�自治体を取り巻く環境、国の動き・方向性は変化しており、自治体窓口に大き

な影響を与えている
◆　�多摩・島しょ地域自治体は、人口減少社会を含めた厳しい環境の変化に柔軟に

対応するために、窓口業務改革を行うことが求められる
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多摩・島しょ地域全体の将来人口は減少す
ると予測されているため、手続き件数の減少
等に伴う窓口体制の見直しが求められる。

多摩・島しょ地域の将来人口

多摩・島しょ地域において急速に高齢化が進
んでいるため、高齢者目線に立った対応が求
められる。

多摩・島しょ地域の高齢化

近年、女性の労働力率は年々上昇しており、
東京都全体の共働き世帯が増加しているため、
開庁日・開庁時間の見直しと自治体窓口に来
庁しなくても手続きできる方法への対応が求
められる。

東京都の共働き世帯

多摩・島しょ地域自治体において外国人住民
は増加傾向にあるため、外国語対応と外国人
住民にのみ関係する法律への対応が求められ
る。

多摩・島しょ地域の外国人住民

マイナンバー制度は、行政を効率化し、住民
の利便性を高めるための社会基盤であるため、
手続きの簡素化とマイナンバー制度への対応
が求められる。

マイナンバー制度

会計年度任用職員に移行予定の臨時・非常勤
職員数は年々増加傾向にあり、新たに期末手
当等の支給が必要となるため、人件費増加へ
の対応と適正な人員配置が求められる。

会計年度任用職員制度

自治体を取り巻く環境

≪ポイント≫

◆ 自治体を取り巻く環境、国の動き・方向性は変化しており、自治体窓口に大き

な影響を与えている 
◆ 多摩・島しょ地域自治体は、人口減少社会を含めた厳しい環境の変化に柔軟に

対応するために、窓口業務改革を行うことが求められる 
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　「１．自治体窓口に与える影響（可能性）のまとめ」で記載したように、自治体を取り巻く
環境、国の動き・方向性は変化しており、自治体窓口に大きな影響を与えている。
　そのため、多摩・島しょ地域自治体は、人口減少社会を含めた厳しい環境の変化に柔軟
に対応するために、窓口業務改革を行うことが求められる。

２.　自治体における窓口業務改革の必要性

【コラム】 2045年の住民課正規職員数の見込み
　第２章第１節「１．人口減少社会」で示したように、多摩・島しょ地域全体の将来
人口は減少すると予測されている。その結果、働き手である生産年齢人口（15歳か
ら64�歳までの人口）も減少するため、自治体予算・職員採用が厳しくなり、自治体
の正規職員数も減少することが考えられる。そこで、2018年４月１日時点での住
民課正規職員数に、2018年から2045年までの生産年齢人口の減少率を乗じて、人
口規模を基準とした2045年４月１日時点での住民課正規職員数を自治体ごとに
試算した。
　その結果、住民課正規職員数は大幅に減少した結果となった。ただし、減少率は
現時点での予測であり、また住民課正規職員に求められる業務も変化する可能性
があるなど、この結果のように単純に人口規模を基準とした職員配置が適正であ
るとは限らない。しかし、各自治体は人口減少社会に向けて様々な指標を考慮しな
がら、窓口業務改革を行うことが求められる。
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窓口業務改革について積極的に支援を行って
いるため、各自治体が窓口業務改革を進める
ことが求められる。

窓口業務改革

新技術（ ・ 等）の導入、業務システム
の共通化・標準化を促進しているため、業務
フローの見直しが求められる。

スマート自治体

行政手続きの利便性向上と行政運営の簡素
化・効率化を図ることを推進しているため、
手続きのオンライン化を進めることが求めら
れる。

デジタル手続法

地方交付税の基準財政需要額の算定根拠が変
わった場合、窓口にかかる経費を見直す必要
があるため、窓口体制の見直しが求められる。

トップランナー方式

法務省が管理している戸籍副本データ管理シ
ステムを活用し、全国の自治体でも利用でき
るようになったため、手続きの簡素化と業務
フローの見直しが求められる。

戸籍法の改正

国の動き・方向性
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図表21　住民課正規職員数の見込み

※ 2018年４月１日時点での住民課正規職員数は、総務省「地方公共団体定員管理関係　第２表-１
　部門別職員数」の「企画・総務」の「住民関連一般」及び「戸籍等窓口」の合計をもとに作成
　（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口　結果表２_２」（2018年推計）
　　　　総務省「地方公共団体定員管理関係　第２表-１」（2018年４月１日）

生産年齢人口
の減少率

2015年 2020年 2045年
2018年
(算定)

2018年→2045年 2018年4月1日
2045年4月1日

(見込) 増減

A [人] B [人] C [人]
D [人]

A＋(B－A)÷5×3 (C－D)÷D
F [人]

G[人]
E×F

H[人]
G－F

八王子市 ▲ 69

立川市 ▲ 11

武蔵野市 ▲ 14

三鷹市 ▲ 7

青梅市 ▲ 20

府中市 ▲ 13

昭島市 ▲ 10

調布市 ▲ 10

町田市 ▲ 53

小金井市 ▲ 5

小平市 ▲ 10

日野市 ▲ 9

東村山市 ▲ 7

国分寺市 ▲ 7

国立市 ▲ 4

福生市 ▲ 11

狛江市 ▲ 3

東大和市 ▲ 5

清瀬市 ▲ 5

東久留米市 ▲ 6

武蔵村山市 ▲ 4

多摩市 ▲ 20

稲城市 ▲ 4

羽村市 ▲ 11

あきる野市 ▲ 6

西東京市 ▲ 12

瑞穂町 ▲ 6

日の出町 ▲ 1

檜原村

奥多摩町 ▲ 3

大島町 ▲ 2

利島村

新島村 ▲ 2

神津島村

三宅村 ▲ 1

御蔵島村

八丈町 ▲ 2

青ヶ島村

小笠原村

住民課正規職員数

自治体名

生産年齢人口




